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衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
、

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審

査
が
11
月
９
日
に
行
わ
れ
ま

す
。
大
切
な
一
票
を
投
じ
て

く
だ
さ
い
。

�
投
票
で
き
る
人

表
１
の
と
お
り
で
す
。

�
投
票
所
入
場
券

10
月
24
日
に
４
名
連
記
の

入
場
券
を
各
世
帯
に
発
送
し

ま
し
た
。
投
票
所
と
名
前
を

確
認
し
、
そ
れ
ぞ
れ
切
り
離

し
て
、
投
票
所
に
持
っ
て
き

て
く
だ
さ
い
。

�
不
在
者
投
票

市役所への郵便物は、「〒951-8550 新潟市役所◯◯課」で届きます

地域保健福祉センター

市役所・保健所�228-1000（代表）
市立急患診療センター…228－2822
県歯科医師会休日歯科診療センター …283－3030
水　　　道　　　局 …266－9311
災害時の問い合わせ …226－5656

北
中
東
石山

259‐7332
273‐9932
243‐5312
286‐4450

南
中央
坂井輪
西
黒埼

285‐2373
266‐5172
260‐3255
262‐3405
377‐2110

電 話 案 内

市ホームページ
http://www.city.niigata.niigata.jp
※ホームページアドレスの末尾に/mail/index2.html
をつけると各課のアドレスが検索できます
市モバイル情報（携帯端末対応）
http://www.city.niigata.niigata.jp/i

● 市政に対する苦情申し立てを調査・検討
～市行政評価委員会

● アルビレックス新潟J１昇格へラストスパート
● 11月１日～３日“新潟フェスタ”

絵
の
具
は
13
色
。�

ど
の
色
の
チ
ュ
ー

ブ
に
も
宝
物
が
い

っ
ぱ
い�

！�

�地方税の取り扱い

地方税については、基本的に本市の制度に統一する
ことになります。しかし、合併後直ちに合併市町村の
全域にわたって均一の課税をすると、急激な負担増が
生じることから、合併特例法に基づき一部については、
不均一課税とし、段階的に引き上げていきます。

テーマ 「新たな雇用創出策」「新潟市に
ふさわしい産業活性化策」「創業・起業
に向けた支援策」
募集締切日 10月31日
問い合わせ 産業企画課（�内線2517）へ

雇用創出・産業活性化について意見募集

日時 11月13日午後７時から
会場 万代シルバーホテル
講師 渡辺栄一（ヤスダヨーグルト社長）
定員 先着100人
申し込み 商工振興課（�内線2526）へ

新潟若手商人塾講演会

これからの商品開発戦略

建築物などを解体する場合は、建設リ
サイクル法に基づいて適正に分別解体を
しなければなりません。
問い合わせ 建築指導課（�内線3055）へ

10月30日に建設リサイクル法パトロール

日
時

き
ょ
う
２６
日
〜
１１
月
３
日
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時

所
在
地

西
大
畑
町

施
設
の
特
徴

大
正
時
代
の
洋
室
付
き
の
木
造
建
築
、
庭
園

申
し
込
み

当
日
直
接
同
公
舎
へ

問
い
合
わ
せ

秘
書
課
（
�
内
線
２
０
４
３
）
へ
　
※
駐
車

場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

市

長

公

舎

一

般

公

開

投
票
日
当
日
、
予
定
が
あ

っ
て
投
票
に
行
け
な
い
場
合

は
、
不
在
者
投
票
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

期
間

10
月
28
日
〜
11
月
８

日
（
国
民
審
査
は
11
月
２
日

〜
８
日
）

時
間

午
前
８
時
半
〜
午
後

８
時

会
場

市
役
所
第
１
分
館
１

階
、
黒
埼
支
所
、
地
区
事
務

所
　
※
入
場
券
が
届
い
て
い

る
人
は
、
持
っ
て
き
て
く
だ

さ
い

�
病
院
な
ど
で
の
不
在
者
投
票

お
お
む
ね
50
床
以
上
の
指

定
病
院
な
ど
に
入
院
中
の
人

は
、
病
院
で
不
在
者
投
票
で

き
ま
す
。
病
院
の
事
務
室
へ

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

�
郵
便
投
票

身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷

病
者
手
帳
を
持
つ
人
で
、
表

２
に
該
当
す
る
場
合
は
、
郵

便
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き

幼
稚
園
へ

②
小
針
が
丘
の
一
部
…
小
針

小
学
校
か
ら
坂
井
輪
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
へ

③
小
新
の
一
部
、
小
新
大
通
、

小
新
西
、
小
新
南
…
坂
井
輪

小
学
校
か
ら
小
新
中
学
校
へ

問
い
合
わ
せ

市
選
挙
管
理

委
員
会
（
�
内
線
３
３
０
２
）

へ

ま
す
。
11
月
５
日
ま
で
に
市

選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
る

「
投
票
用
紙
請
求
書
」
に

「
郵
便
投
票
証
明
書
」
を
添

え
て
、
同
委
員
会
ま
で
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。

�
投
票
所
の
変
更
に
つ
い
て

①
花
園
１
丁
目
の
一
部
…
長

嶺
保
育
園
か
ら
南
万
代
小
学

校
、
ま
た
は
恵
光
学
園
第
一

11月９日�

衆
議
院
議
員
総
選
挙�

　
不
在
者
投
票
は
　
〜�

10
28

11
8

市政改革・創造推進プラン�
素案を推進委員会に諮問�
市政改革・創造推進プラン�
素案を推進委員会に諮問�

10
月
17
日
、
篠
田
市
長
が
平
成
16
年
度
ま
で
に
集
中
的
に
実
施
す
る
改
革
項
目

を
ま
と
め
た
「
市
政
改
革
・
創
造
推
進
プ
ラ
ン
」
の
素
案
を
、
市
政
改
革
・
創
造

推
進
委
員
会
（
塩
谷
壽
雄
会
長
）
に
諮
問
し
ま
し
た
。
市
長
は
、「
一
つ
一
つ
着
実

に
取
り
組
む
こ
と
で
、
改
革
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
」
と
意
気
込
み
を

語
り
ま
し
た
。
同
プ
ラ
ン
は
、
11
月
末
を
め
ど
に
決
定
す
る
予
定
で
す
。

か
け
へ
の
対
応
や
綱
紀
の
保

持
に
つ
い
て
、
職
員
に
周

知
・
徹
底
し
ま
し
た
。

契
約
業
務
な
ど
に
関
す
る

働
き
か
け
へ
の
対
応
で
は
、

「
対
象
範
囲
を
、
企
業
、
業

市
政
改
革
・
創
造
推
進
プ

ラ
ン
は
、
「
情
報
公
開
･
提

供
」「
市
民
参
画
」
「
機
構
・

行
財
政
改
革
」「
評
価
の
徹
底
」

を
重
点
改
革
項
目
と
す
る
基

本
指
針
に
基
づ
き
策
定
。
素

案
に
盛
り
込
ま
れ
た
全
１
２

５
項
目
の
う
ち
、
根
幹
と
な

る
も
の
を
重
点
項
目
＝
表
＝

と
し
て
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

界
団
体
、
政
治
家
、
行
政
機

関
の
元
職
員
な
ど
か
ら
受
け

た
働
き
か
け
」
と
し
、
「
働

き
か
け
を
受
け
た
場
合
は
、

す
べ
て
を
文
書
化
し
、
上
司

に
報
告
す
る
こ
と
」
を
義
務

付
け
ま
し
た
。

職
務
上
利
害
関
係
の
あ
る

民
間
企
業
・
業
界
団
体
な
ど

と
の
接
触
に
あ
た
っ
て
は
、

「
会
食
・
飲
食
・
ス
ポ
ー
ツ
・

個人市町村民税

本市の制度に統一する。均等割については、合
併が行われた日の属する年度とこれに続く３年
度に限り、不均一の課税をする。この場合、合
併年度とこの翌年度は現行のとおりとし、それ
に続く２年度は500円加算した税額とする。
本市の制度に統一する。法人税割については、
本市より税率が低い場合、合併が行われた日の
属する年度とこれに続く３年度に限り、不均一
の課税をする。この場合、合併年度とこれに続
く３年度は現行のとおりとする。

本市の制度に統一する。

本市の制度を適用する。合併が行われた日の属
する年度とこれに続く３年度に限り、課税をし
ないことまたは不均一の課税をすることとす
る。この場合、合併年度とこれ続く２年度は課
税をしないこととし、その翌年度は２分の１の
税率とする。
本市の制度に統一する。合併が行われた日の属
する年度とこれに続く５年度に限り、課税をし
ないことまたは不均一の課税をすることとす
る。この場合、合併年度とこの翌年度は現行の
とおりとし、それに続く４年度は段階的に調整
した税率とする。

法人市町村民税

固定資産税
軽自動車税
市町村たばこ税
鉱産税
特別土地保有税
入湯税

事業所税

都市計画税

表１
住所異動した人

10
月
17
日
ま
で
に
転
居
手
続
き
を
し
た
人
は
、
新
し

い
住
所
地
の
投
票
所
。
18
日
以
降
に
転
居
手
続
き
を

し
た
人
は
、
前
の
住
所
地
の
投
票
所

�
住
所
要
件

平
成
15
年
７
月
27
日
ま
で
に
本
市
に
住
民
登
録
し
、

以
後
引
き
続
き
住
ん
で
い
る
人

�
年
齢
要
件

日
本
国
民
で
昭
和
58
年
11
月
10
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

人
選 挙 権

遊
戯
に
お
け
る
同
席
・
同
行

な
ど
、
市
民
の
疑
い
を
招
く

よ
う
な
行
為
は
、
理
由
を
問

わ
ず
慎
む
こ
と
」
を
再
度
徹

底
。
「
や
む
を
得
な
い
場
合

は
、
必
ず
上
司
に
報
告
し
、

そ
の
許
可
を
得
る
こ
と
」

「
総
会
な
ど
に
伴
う
懇
談
会

な
ど
へ
の
参
加
も
自
粛
す
る

こ
と
」
な
ど
を
新
た
に
追
加

し
ま
し
た
。

市
発
注
の
土
木
工
事
に
談

合
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、

市
が
公
正
取
引
委
員
会
に
よ

る
立
ち
入
り
調
査
を
受
け
た

こ
と
か
ら
、
契
約
業
務
な
ど

に
関
す
る
情
報
提
供
の
働
き

市
民
の
立
場
に
立
っ
て
改

革
を
進
め
る
こ
と
を
目
的
に

設
置
し
た
同
委
員
会
は
、
市

民
有
識
者
や
公
募
委
員
の
７

人
で
構
成
し
て
い
ま
す
。
諮

問
を
受
け
た
塩
谷
会
長
は
、

「
職
員
が
継
続
し
て
改
革
に
取

り
組
め
る
仕
組
み
づ
く
り
、

評
価
シ
ス
テ
ム
を
中
心
に
審

議
し
て
い
く
」
と
話
し
ま
し
た
。

�
市
民
意
見
の
募
集

同
プ
ラ
ン
素
案
に
つ
い

て
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

素
案
の
配
布
場
所

市
役
所

本
館
案
内
、
黒
埼
支
所
、
地

区
事
務
所
、
連
絡
所
　
※
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
　

意
見
の
提
出
方
法

11
月
４

日
ま
で
に
所
定
の
ア
ン
ケ
ー

ト
用
紙
に
意
見
を
記
入
し
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

市
政
改
革
・

創
造
推
進
課
（
�
内
線
２
１

８
１
）
へ

契
約
業
務
に
関
す
る
働
き
か
け
へ
の
対
応�

職
員
に
周
知
・
徹
底�

主な重点項目
インターネットなどを活用した情報発信の充
実、市政出前講座の開設、ほか
計画段階から市民の意見を反映させる制度の
導入、ほか
地域コミュニティの活性化や支援を進める仕
組みづくり、公募型補助金制度の創設、ほか
窓口業務の時間延長、住民票発行の電話予約
の拡大、ほか
一般競争入札の本格実施、ほか
※すでに前倒しで実施
推進指針の策定、ごみ収集車の2人乗車化と
ごみ収集業務の民間委託の検討、道路清掃・
補修の民間委託の実施・検討、ほか
人事評価制度の導入、給与の適性化、ほか

予算編成方法と補助金制度の見直し、ほか

分権型職員の育成、ほか
行政評価システムの充実、市民参加型の評価
システムの導入、ほか

情報公開・提供

施策などへの市民
意見の反映
社会貢献活動団体
などとの協働

市民サービス

入札・契約制度

民間委託など

組織・人事・給与
予算制度
財政健全化
職員の意識改革

評価の充実

新潟まつりの見直しへ新潟まつりの見直しへ�

意 見 を 募 集 �

新潟まつりの見直しへ�

意 見 を 募 集 �

潟
ま
つ
り
に
つ
い
て
の
感
想

や
意
見
な
ど
を
お
聞
き
し
、

新
潟
ま
つ
り
の
改
革
に
活
用

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

魅
力
あ
る
祭
り
の
創
造
に

向
け
て
、
ぜ
ひ
意
見
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

意
見
の
提
出

11
月
14
日
ま

で
に
「
新
潟
ま
つ
り
に
つ
い

て
思
う
こ
と
」
と
題
し
た
感

想
・
意
見
（
様
式
・
字
数
は

問
い
ま
せ
ん
）
に
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
、
生
年
月

日
を
記
入
の
上
、
郵
送
（
〒

９
５
１
・
８
５
５
０
）
ま
た

は
メ
ー
ル
（
ア
ド
レ
ス
の
検

索
方
法
は
左
下
の
電
話
案
内

に
掲
載
）
で
、
観
光
物
産
課

（
�
内
線
２
５
１
２
）
へ

新
潟
ま
つ
り
実
行
委
員
会

で
は
、
合
併
後
の
大
新
潟
市

に
ふ
さ
わ
し
い
祭
り
の
あ
り

方
を
検
討
す
る
た
め
、
近
く

公
募
市
民
を
は
じ
め
と
し
た

検
討
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
合
わ
せ
、
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
も
、
現
在
の
新

表２
戦傷病者手帳
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸

器
、
ぼ
う
こ
う
、
直
腸

ま
た
は
小
腸
の
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
３
項

症
ま
で

両
下
肢
ま
た
は
体
幹
の

障
害

特
別
項
症
か
ら
第
２
項

症
ま
で

心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸

器
、
ぼ
う
こ
う
、
直
腸

ま
た
は
小
腸
の
障
害

１
級
ま
た
は
３
級

両
下
肢
、
体
幹
ま
た
は

移
動
機
能
の
障
害

１
級
ま
た
は
２
級

障
害
の
種
類

障
害
の
程
度

身体障害者手帳


